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（総 則） 

第１条 危険物保安技術協会の常勤の役員が退職した場合においては、この規程の定める

ところにより、退職手当を支給する。 

（退職手当の額） 

第２条 退職手当の額は、在職期間１月につき、退職の日におけるその者の本俸月額に100

分の20の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第４条後段及び第５条第１項の規定に

より引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期

間又は同項に規定する国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号。

以下「退職手当法」という。）第２条第１項に規定する職員をいう。以下同じ。）とし

て在職した期間（以下「役職別期間」という。）１月につき、退職の日における当該異

なる役職ごとの俸給月額又は国家公務員として在職した期間について理事長が別に定め

る額に100分の20の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。 

２ 前項の規定による退職手当の額は、理事長がその職務実績に応じ、これを増額し、又

は減額することができる。 

 

第３条～第５条  〔 略 〕 

 

（退職手当の支給） 

第６条 退職手当は、法令により退職手当から控除すべき額を控除して、直接本人（本人

が死亡したときは、その遺族）に支給する。 

 

第７条 以下  〔 略 〕 

 

附 則  〔 略 〕 


